
自動体外式除細動装置（ＡＥＤ）の設置場所について 

 

 

 

心肺停止状態等の緊急時は、自動体外式除細動装置（ＡＥＤ）が有効な場合

があります。以下の場所に自動体外式除細動装置（ＡＥＤ）を設置してありま

すので、緊急時にはあわてず、自動体外式除細動装置（ＡＥＤ）の指示に従っ

て対処してください。 

 

ＡＥＤ設置場所 

 

１．管理棟玄関ホール風除室 

２．インフォメーションセンター 

３．職員会館西側出入り口 

４．共同利用宿泊施設共用棟玄関ホール 

５．３号館玄関風除室 

６．４号館エントランス風除室 

７．ＫＥＫＢコントロール棟コントロール室 

８．ＰＦ光源棟監視員室 

９．電子陽電子入射器コントロール棟コントロール室 

１０. 筑波実験棟受付 

 

 

ＡＥＤについての問い合わせ先 

健康相談室（５６００） 

 

 

参考（日本光電工業（株）ホームページ） 

http://www.nihonkohden.co.jp/aed/aed.html 

 



平成２３年３月現在 

 

 

⑩筑波実験棟受付 

⑤３号館玄関風除室 

⑧ＰＦ光源棟監視員

※PF 光源棟監視員室へは PF 研究棟から 

⑨電子陽電子入射器ｺﾝﾄﾛｰﾙ棟 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ室 

⑥４号館ｴﾝﾄﾗﾝｽ風除室 

① 管理棟玄関ホール 

風除室

②ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

③職員会館西側出入り口 

④共同利用宿泊施設共用棟 

玄関ホール 

 

⑦KEKB ｺﾝﾄﾛｰﾙ棟 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ室 
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